
プレコンセプションケア相談センター事業業務委託仕様書

　埼玉県（以下「委託者」という。）が本業務委託受託者（以下「受託者」という。）に委託する内容は、次のとおりとする。
１　目　的

思春期の健康、将来の妊娠等を踏まえた日々の健康相談、不妊・不育症及び妊娠に関し悩む夫婦等を対象とした相談を行い、不妊・不育症及び妊娠の課題に対応するための適切な体制整備を図ることを目的とする。

２　内　容

（１）対象者

　本事業の対象者は、次のとおりとする。
ア　県内に在住・在学する中・高校生等の思春期にあるこども
イ　上記アの関係者
ウ　不妊症・不育症及び妊娠で悩む方
（２）実施担当者

　　　本事業は、思春期の健康・妊娠・不妊症・不育症等に関して以下の専門的知識を有する資格または経験を有するいずれかの専門職またはプレコンサポーター養成講座にて修了証を交付された者が相談等に応じること。
ア　看護師、助産師、保健師、不妊カウンセラーや生殖医療相談士の資格を有する者

イ　社会福祉、教育、心理、保健分野のいずれかにおいて相談業務の経験を有する者
（３）事業の名称

　　　本事業の名称は、「プレコンセプションケア相談センター事業」とする。
（４）事業内容

　　　本事業の事業内容は、次のとおりとする。

ア　利用者の健康状況及び健康に関する疑問に的確に応じた個別相談（電話およびメール相談）
（ア）　相談の内容は、次のとおりとする。
a  思春期の特性や精神保健に関すること
b  妊娠、出産を見据えた生涯の健康に関すること

c  不妊症、不育症及び妊娠に関すること
（イ）相談に当たっては、医学面だけではなく、心理面・社会面など総合的な面に配慮した対応を行うこと。
（ウ）女性の健康相談または思春期世代の男女の健康相談を実施した経験のある相談員による質の高い相談を実施するものとする。
（エ）不妊症・不育症に関する相談対応は、専門的知識に基づいた相談に対応するため、不妊症・不育症相談対応経験のある相談員により実施するものとする。
（オ）不妊症・不育症に関する相談を実施する相談員に対し、不妊カウンセラー又は生殖医療相談士等の資格を持つ者による助言や指導を行う機会を設け、相談の質を確保すること。
イ　相談員のスキルアップを図るために研修機会を設けるものとする
ウ　その他相談に必要な情報収集
エ　本事業の実施に当たり、XやInstagram等のSNS等を活用し、対象者に対する効果的な周知や電話相談への信頼を高め電話相談を促す取組の実施など、関係機関等に対しても本事業の周知を図るものとする
（５）実施方法
ア　次に掲げる時間帯に、電話により相談を実施するものとする。
	曜日
	時間帯
	備考

	金曜日
	10時～15時
	祝休日及び年末年始
（12月28日～1月3日）を除く

	第１～第４土曜日
	11時～15時、16時～19時
	


イ　電話相談は以下の実施体制とする。
（ア）電話回線を１本以上設置し、思春期の健康・妊娠・不妊症・不育症等に関する電話相談
　　に応対する
（イ）アの時間中、相談員を常時１名以上配置するものとし、（４）ア（ア）のいずれの相
談についても対応できる体制とすること
　　（ウ）業務責任者及び相談員名簿の提出

a  受託者は、委託業務開始前に業務責任者及び相談員の名簿（資格、相談等の経験歴を含む。）を委託者に提出すること。

b  受託者は、前記aの名簿について変更が生じた場合は、速やかにその内容を委託者に提出すること。
ウ　メール相談は以下の実施体制とする
（ア）センター専用のメールアドレスにより、思春期の健康・妊娠・不妊症・不育症等に関す
　　る相談に応じること。
エ　相談を行った場合は、記録を整理・保管し、継続相談や類似相談等の際に活用するもの
とする
３　事業実施上の留意点

（１）個人情報の保護

　　　個人情報の取扱いには十分配慮し、適正に行わなければならない。

（２）関係機関等との連携

　　　本事業の実施に当たり、関係機関等との連携を十分に図り、本事業の実施について協力を求めるものとする。また、県が別に実施する不妊専門相談センター事業及び不妊症・不育症等ピアサポートセンター事業の実施主体と連携を密にし、内容に応じて、相談を行うこと。
（３）想定相談件数
　　　相談件数は一年間当たり３００件程度を見込む。（思春期の健康相談と不妊・不育症等相談の比率はおおむね５．５対４．５）
４　委託期間

　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。
５　委託者への報告

（１）月次報告

事業実施月の翌月１０日までに、別に定める「プレコンセプションケア相談センター事業業務実施月次報告書」を委託者へ報告すること。
（２）年次報告
　　　事業終了後速やかに、別に定める「プレコンセプションケア相談センター事業業務実施年間報告書」を委託者へ報告すること。
６ 受託者の責務

（１）受託者は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守すること。

（２）受託者は、本委託業務の責任者を選任しなければならない。また、業務責任者は、委託者の委託業務の履行に関する指示等を受けて、次の任に当たるものとする。

ア 従事者に対する指揮監督と業務処理

イ 委託業務履行に関する委託者との業務連絡及び調整

ウ その他本委託業務の目的達成に必要な事項

（３）受託者は、業務上知り得た情報を厳重に管理し、関係者のほかに漏らし、又は本業務以外の履行のための目的に使用してはならない。契約期間終了後も同様とする。

　　受託者の責めに帰す情報漏えいの発生よる損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受託者が自己の責任において処理すること。
（４）受託者は、従業者に対して、業務に必要な知識・情報・技能等の習得研修や実務研修を行うなど、提供するサービスの質の維持・向上に努めなければならない。

（５）業務を実施する上で相談員の資質、態度等が不適当と認められる場合は、委託者は受託者に相談員の交代を要求することができるものとし、受託者は速やかに適正な相談員と交代させるものとする。

（６）受託者は、業務責任者及び相談員に対し、法令に基づく事業者としての全ての義務を負うものとする。
（７）受託者は、個人情報の管理に十分注意し、個人情報保護に関する法令等を遵守すること。
７　その他
（１）本仕様書で不明な点がある場合又は疑義が生じたときは、委託者と協議してこれを定めるものとする。

（２）受託者は、従事者に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法その他

法令を遵守すること。
・ この仕様書は企画提案書作成用である。


・ 公募型プロポーザル後、埼玉県は契約候補者と協議を行い、協議が整った場合は仕様書を契約候補者の企画提案内容に合わせ、修正の上契約を締結する。








